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　新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　毛
呂
山
町
議
会
を
代
表
い
た
し
ま
し
て
一
言

ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　町
民
の
皆
々
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
希
望

に
満
ち
た
平
成
２７
年
の
新
春
を
、
ご
家
族
お
揃

い
で
お
健
や
か
に
お
迎
え
の
こ
と
と
心
か
ら
お

慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　さ
て
、
今
日
の
自
治
体
を
取
り
巻
く
環
境
は

か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
大
転
換
期
に
突

入
し
て
お
り
ま
す
。
と
り
わ
け
自
治
体
の
根
幹

を
揺
る
が
す
少
子
高
齢
化
・
人
口
減
少
問
題
、

更
に
は
社
会
保
障
費
の
増
大
や
地
球
温
暖
化
問

題
等
様
々
な
課
題
が
山
積
し
て
お
り
ま
す
。
こ

れ
ら
の
課
題
に
議
会
が
何
を
す
べ
き
か
常
に
真

剣
に
対
応
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

と
心
新
た
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　こ
の
毛
呂
山
町
の
町
民
の
皆
様
方
が
幸
せ
に

な
れ
る
よ
う
な
政
治
を
展
開
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
次
世
代
に
橋
渡
し
す
る
大

き
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
日
々
町
民
皆
様
の

期
待
に
そ
え
る
よ
う
努
力
と
研
鑽
を
積
み
重
ね

て
参
り
ま
す
。

　結
び
に
、
本
年
も
皆
様
方
か
ら
の
暖
か
い
ご

指
導
、
ご
鞭
撻
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
ご
家
族
お
揃
い
で
の
ご

健
勝
と
ご
多
幸
を
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
ま

し
て
、
新
年
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

１２月議会
定例会

年
頭
の
あ
い
さ
つ

　
平
成
２６
年
１２
月
定
例
議
会
は
、
１２
月
１
日
か
ら
５
日
ま
で
、

５
日
間
の
会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
議
会
に
提
案
さ
れ
ま
し
た
議
案
は
、
専
決
処
分
の
承
認
１

件
、
条
例
の
一
部
改
正
４
件
、
補
正
予
算
３
件
、
財
産
の
取
得

１
件
、
指
定
管
理
者
の
指
定
２
件
、
議
員
発
議
１
件
、
合
計
１２

件
が
上
程
さ
れ
慎
重
な
る
審
議
を
い
た
し
ま
し
た
。
な
お
、
今

議
会
に
お
け
る
一
般
質
問
は
、
１０
名
が
登
壇
し
、
活
発
な
質
問

が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

議 長

宮 寺　征 二

謹んで新春のお慶びを申し上げます

議
員
全
員

　議
場
に
て

−　３　−

○
毛
呂
山
町
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

　タ
ー
の
指
定
管
理
者
を
、
社
会

　福
祉
法
人
毛
呂
山
町
社
会
福
祉

　協
議
会
に
指
定
し
ま
し
た
。

〇
指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

　所
在
地

　毛
呂
山
町
岩
井
西

　名

　称

　社
会
福
祉
法
人

　
　毛
呂
山
町
社
会
福
祉
協
議
会

〇
指
定
の
期
間

　平
成
２７
年
４
月
１
日
か
ら

　平
成
３０
年
３
月
３１
日
ま
で

　
　
　
　
　
　︵
全
員
賛
成
可
決
︶

○
毛
呂
山
町
ゆ
ず
の
里
オ
ー
ト
キ

　ャ
ン
プ
場
の
指
定
管
理
者
を
、

　有
限
会
社
戸
口
工
業
に
指
定
し

　ま
し
た
。

〇
指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

　所
在
地

　比
企
郡
と
き
が
わ
町

　
　
　
　
　大
字
玉
川

　名

　称

　有
限
会
社
戸
口
工
業

〇
指
定
の
期
間

　平
成
２７
年
４
月
１
日
か
ら

　平
成
３０
年
３
月
３１
日
ま
で

　
　
　
　
　
　︵
全
員
賛
成
可
決
︶

○
毛
呂
山
町
議
会
の
議
員
の
議
員

　報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す

　る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る

　条
例

　
　
　
　
　
　︵
賛
成
多
数
可
決
︶

○
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の

　一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　
　
　
　
　︵
全
員
賛
成
可
決
︶

○
毛
呂
山
町
重
度
心
身
障
害
者
医

　療
費
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一

　部
を
改
正
す
る
条
例

　
　
　
　
　
　︵
全
員
賛
成
可
決
︶

○
毛
呂
山
町
国
民
健
康
保
険
条
例

　の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　
　
　
　
　︵
全
員
賛
成
可
決
︶

○
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ

　と
に
つ
い
て
︵
平
成
２６
年
度
毛

　呂
山
町
一
般
会
計
補
正
予
算
︶

　︵
第
３
号
︶

　
　
　
　
　
　︵
全
員
賛
成
承
認
︶

○
平
成
２６
年
度
毛
呂
山
町
一
般
会

　計
補
正
予
算
︵
第
４
号
︶

　
　
　
　
　
　︵
全
員
賛
成
可
決
︶

○
平
成
２６
年
度
毛
呂
山
町
国
民
健

　康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

　

　︵
第
２
号
︶

　
　
　
　
　
　︵
全
員
賛
成
可
決
︶

○
平
成
２６
年
度
毛
呂
山
町
水
道
事

　業
会
計
補
正
予
算
︵
第
２
号
︶

　
　
　
　
　
　︵
全
員
賛
成
可
決
︶

○
中
型
デ
ィ
ー
ゼ
ル
バ
ス
の
購
入

　
　
　
　
　
　︵
全
員
賛
成
可
決
︶

毛
呂
山
町

　
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　（
再
指
定
）

毛
呂
山
町
ゆ
ず
の
里

　
　
　
オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場

　
　
　
　
　
　
　（
再
指
定
）

条
例
の
改
正
な
ど

補
正
予
算
及
び
専
決
処
分

財

産

の

取

得

指 定 管 理 者 の 指 定

再指定されたデイサービスセンター

再指定されたゆずの里オートキャンプ場
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毛呂山町議会議員
政治倫理条例を制定

改選後の任期初日から施行賛成多数可決
　毛呂山町議会議員政治倫理条例案は、平成２５

年９月、議会運営委員会において条例を制定す

る為の調査研究を行うことが了承され、既に同

条例を施行している杉戸町、嵐山町への視察研

修や議会運営委員会７回、議会全員協議会４回

の調査等を行い、今定例会に賛成議員９名の議

員発議により提案し、審議の結果、賛成多数で

可決されました。

　尚、県内では２４市町〔３８％〕が制定し、

施行しています。

　この条例は、町政が町民の厳

粛な信託によるものであること

に基づき、その受諾者である町

議会議員が、町民全体の代表者

として誠実かつ公正に職務を遂

行し、人格と倫理の向上に努め

るとともに、その権限又は地位

による影響力を不正に行使して、

自己又は特定の者の利益を図る

ことのないよう必要な事項を定

めることにより、議員の政治倫

理の確立を図り、もって公正で

民主的な町政の発展に寄与する

ことを目的に制定するものであ

ります。

発議第３号

　　　　　　　　　　　　平成２６年１２月１日

　毛呂山町議会議長　宮寺 征二 様

　　　　提出者　毛呂山町議会議員　長瀬　　衛

　　　　賛成者　毛呂山町議会議員　堀江　快治

　　　　賛成者　毛呂山町議会議員　岡部　和雄

　　　　賛成者　毛呂山町議会議員　岡野　　勉

　　　　賛成者　毛呂山町議会議員　下田　一甫

　　　　賛成者　毛呂山町議会議員　藤岡　健司

　　　　賛成者　毛呂山町議会議員　千葉三津子

　　　　賛成者　毛呂山町議会議員　荒木かおる

　　　　賛成者　毛呂山町議会議員　佐藤　秀樹

毛呂山町議会議員政治倫理条例について

　上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第１１２

条及び毛呂山町議会会議規則第１４条第１項の規定

により提出します。

□
目
的

□
議
員
の
責
務

□
町
民
の
責
務

□
政
治
倫
理
基
準

□
請
負
契
約
等
の
辞
退

□
審
査
請
求

□
政
治
倫
理
審
査
会
の
設
置
等

□
審
査
会
の
調
査
・
報
告

□
議
会
の
措
置

提 案 理 由

︻
条
例
の
主
な
項
目
︼
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政治倫理条例の主な内容

【 目　的 】

第１条　この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることに基づき、その受諾者

　である町議会議員が、町民全体の代表者として誠実かつ公正に職務を遂行し、人格と倫理

　の向上に努めるとともに、その権限又は地位による影響力を不正に行使して、自己又は特

　定の者の利益を図ることのないよう必要な事項を定めることにより、議員の政治倫理の確

　立を図り、もって公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

地位利用、口利き等の倫理基準や
　　請負契約等の２親等規制などを明記

【 議員の責務 】

第２条　議員は、町民全体の代表者としての権限と責任を深く自覚し、法令及び条例を遵守

　するとともに町民の信頼に値する高い倫理性を保たなければならない。

２　議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときには、自らの責任におい

　て事実関係を明らかにしなければならない。

【 町民の責務 】

第３条　町民は、自らが町政の主権者として公共の利益を実現する自覚を持ち、議員に対し、

　その権限又は地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

【 政治倫理基準 】

第４条　議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

　(1)　町民全体の代表者として、名誉と品位を損なうような一切の行為を慎み、その職務に

　　　関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

　(2)　地位を利用し、いかなる金品も授受しないこと。

　(3)　町が行う許可、認可等の行政処分又は補助金等の交付の決定に関し、特定の企業、団

　　　体等のために有利となるよう働きかけをしないこと

　(4)　町並びに町が関係する法人及び指定管理者（以下「町等」という。）が行う工事等の請負

　　　契約、当該請負契約の下請契約、業務委託契約及び物品納入契約（以下「請負契約等」

　　　という。）に関し、特定の業者を推薦し、又は紹介することにより当該業者が有利とな

　　　るよう働きかけをしないこと。

　(5) 〜 (7) 省略

毛呂山町議会議員政治倫理条例及び施行規程は、町ホーム
ページの「毛呂山町議会」の中に全文を掲載しています。（ ）



−　５　−
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　である町議会議員が、町民全体の代表者として誠実かつ公正に職務を遂行し、人格と倫理

　の向上に努めるとともに、その権限又は地位による影響力を不正に行使して、自己又は特

　定の者の利益を図ることのないよう必要な事項を定めることにより、議員の政治倫理の確

　立を図り、もって公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

地位利用、口利き等の倫理基準や
　　請負契約等の２親等規制などを明記

【 議員の責務 】

第２条　議員は、町民全体の代表者としての権限と責任を深く自覚し、法令及び条例を遵守

　するとともに町民の信頼に値する高い倫理性を保たなければならない。

２　議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときには、自らの責任におい

　て事実関係を明らかにしなければならない。

【 町民の責務 】

第３条　町民は、自らが町政の主権者として公共の利益を実現する自覚を持ち、議員に対し、

　その権限又は地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

【 政治倫理基準 】

第４条　議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

　(1)　町民全体の代表者として、名誉と品位を損なうような一切の行為を慎み、その職務に

　　　関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

　(2)　地位を利用し、いかなる金品も授受しないこと。

　(3)　町が行う許可、認可等の行政処分又は補助金等の交付の決定に関し、特定の企業、団

　　　体等のために有利となるよう働きかけをしないこと

　(4)　町並びに町が関係する法人及び指定管理者（以下「町等」という。）が行う工事等の請負

　　　契約、当該請負契約の下請契約、業務委託契約及び物品納入契約（以下「請負契約等」

　　　という。）に関し、特定の業者を推薦し、又は紹介することにより当該業者が有利とな

　　　るよう働きかけをしないこと。

　(5) 〜 (7) 省略

毛呂山町議会議員政治倫理条例及び施行規程は、町ホーム
ページの「毛呂山町議会」の中に全文を掲載しています。（ ）
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【 請負契約等の辞退 】

第５条　議員が役員をし、若しくは実質的に経営に携わっている企業又は議員の配偶者、若

　しくは２親等以内の親族（以下「議員関係者」という。）が経営している企業（以下「議員関係

　企業」という。）は、地方自治法第９２条の２の規定の趣旨を尊重し、町民に疑惑を持たれ

　ないよう、町等との請負契約等を辞退するよう努めなければならない。

２　省略

３　第１項の規定に該当する議員関係者又は議員関係企業が同項の規定により辞退をすると

　きは、議長に辞退届を提出するものとする。この場合において、議員関係者又は議員関係

　企業は、関係する議員を通じて辞退届を提出するものとする。

４　前項の辞退届は、議員の任期開始の日から３０日以内に議長に提出するものとする。

５　議長は、提出された辞退届の写しを、速やかに町等の代表者に送付しなければならない。

６　議長は、辞退届の提出状況を速やかに公表しなければならない。

第６条　省略

【 審査請求 】

第７条　議員は、第４条及び第５条の規定に反する疑いがあると認められる議員があるとき

　は、３人以上の議員の連署をもって、その代表者から議長に対し、審査を請求すること

　ができる。

２　議員の選挙権を有する者は、第４条及び第５条の規定に反する疑いがあると認められる

　議員があるときは、議員の選挙権を有する者の総数の１００分の１以上の者の連署をもっ

　て、その代表者から議長に対し、審査を請求することができる。この場合において、連

　署に係る署名は、審査を請求した日前１月以内に行われたものでなければならない。

３〜６　省略

第８条〜第１７条　省略

【 議会の措置 】

第１８条　議会は、第４条及び第５条に違反したと認められる審査結果を受けたときは、審

　査結果及びその概要を公表するものとする。

第１９条　省略

【 附　則 】

　この条例は、公布の日以後初めて行われる一般選挙による議員の任期の初日に当たる日か

ら施行する。

〔 公表の方法 〕

第３条　条例に規定する公表は、次の方法により行うものとする。

⑴ 町議会だよりへの掲載

⑵ 町ホームページへの掲載

⑶ その他議長が認める方法

政治倫理条例施行規程の主な内容
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。
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が
十
分
満
た
さ
れ
て
い

る
と
は
い
え
な
い
。

︻ 

高
橋 
達
夫 

議
員 

︼

毛
呂
山
町
議
会
議
員
政
治
倫
理
条
例

は
町
民
の
責
務
を
求
め
る
な
ど
、
町

民
の
権
利
に
か
か
わ
る
重
要
な
条
例

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

メ
ン
ト
は
行
わ
ず
、
委
員
会
付
託
で

の
慎
重
な
審
議
が
出
来
な
い
よ
う
最

終
日
に
追
加
議
案
で
提
案
す
る
な
ど
、

議
員
自
ら
が
議
論
の
場
で
あ
る
議
会

の
権
能
を
放
棄
し
た
欠
陥
だ
ら
け
の
、

町
民
の
声
を
聞
こ
う
と
し
な
い
条
例

案
に
は
反
対
で
あ
る
。

︻ 

岡
野 

勉 

議
員 

︼

昨
今
、
国
政
は
も
と
よ
り
地
方
議
会

に
お
い
て
も
、
政
治
不
信
や
腐
敗
と

い
っ
た
言
葉
が
マ
ス
コ
ミ
を
通
じ
て
、

毎
日
の
よ
う
に
叫
ば
れ
て
い
ま
す
。

対
し
て
、
政
治
家
、
政
治
の
場
が
一

向
に
国
民
の
信
頼
を
得
る
た
め
の
方

策
が
見
い
だ
せ
な
い
状
況
に
あ
り
ま

す
。
私
た
ち
は
、
こ
の
状
況
を
清
浄

化
し
、
真
に
政
治
の
信
頼
回
復
を
成

遂
げ
る
べ
く
、
こ
こ
に
毛
呂
山
町
議

会
議
員
政
治
倫
理
条
例
を
制
定
し
、

自
主
自
立
を
旨
と
し
、
清
廉
潔
白
で

透
明
性
を
堅
持
す
る
立
場
で
賛
成
と

し
ま
す
。

ＱＡＱＡＱＡＱＡ ＱＡ

質

疑

応

答

反

対

討

論

賛

成

討

論

●議案の審議結果（１２月定例会） ○は賛成　×は反対　退は退席　討は討論　欠は欠席　議は議長

議員名

議 案

宮
寺

　征
二

堀
江

　快
治

岡
部

　和
雄

長
瀬

　
　衛

高
橋

　達
夫

小
峰

　明
雄

岡
野

　
　勉

下
田

　一
甫

藤
岡

　健
司

村
田
忠
次
郎

千
葉
三
津
子

荒
木
か
お
る

佐
藤

　秀
樹

弓
田

　茂
樹

審

議

結

果

専決処分の承認を求めることについて 【平成２６年度毛呂山町一般会計補正予算（第３号）】

毛呂山町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

毛呂山町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例

毛呂山町国民健康保険条例の一部を改正する条例

平成２６年度毛呂山町一般会計補正予算（第４号）

平成２６年度毛呂山町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

平成２６年度毛呂山町水道事業会計補正予算（第２号）

財産の取得について

毛呂山町デイサービスセンターの指定管理者の指定について

毛呂山町ゆずの里オートキャンプ場の指定管理者の指定について

毛呂山町議会議員政治倫理条例

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

発議３

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

討×

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

討×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

討×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

議

議

議

議

議

議

議

議

議

議

議

議

承認

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

討○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

討○

町
の
出
資
に
よ
る
権
利
を
持
つ
組

織
︵
毛
呂
山
町
社
会
福
祉
協
議
会

等
︶

町
の
施
設
で
あ
る
オ
ー
ト
キ
ャ
ン

プ
場
、
図
書
館
、
山
根
荘
、
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
業
務
を
受

託
し
て
い
る
事
業
者
。

﹁
議
員
が
実
質
的
に
経
営
す
る
企

業
が
経
営
者
を
名
目
上
２
親
等
以

内
親
族
に
す
る
な
ど
自
治
法
９２
条

の
２
の
規
制
の
潜
脱
が
行
わ
れ
る

恐
れ
や
議
員
が
２
親
等
内
親
族
企

業
に
特
別
の
便
宜
を
図
る
等
し
て
、

議
員
の
職
務
執
行
の
公
正
さ
が
害

さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
が
否
定

し
難
く
、
ま
た
、
２
親
等
内
親
族

企
業
が
当
該
市
の
工
事
等
を
受
注

す
る
こ
と
自
体
が
市
民
の
疑
惑
や

不
信
を
招
く
﹂
︹
５
月
２７
日
︺

要点をチェック！
町
が
関
係
す
る
法
人
と
は

指
定
管
理
者
と
は

最
高
裁
「
２
親
等
規
制
は
妥
当
」

〔
広
島
県
府
中
市
政
治
倫
理
訴
訟

で
裁
定
〕
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下田　一甫議員

藤岡　健司議員

高橋　達夫議員

佐藤　秀樹議員

小峰　明雄議員

千葉三津子議員

村田忠次郎議員

長瀬　　衛議員

荒木かおる議員

岡野　　勉議員

①都市計画税

②町の観光

①町長選挙の政策

①毛呂山町役場の職務内容

②平成２７年度予算編成

①地方創生に対する毛呂山町の見

　解

②第３次毛呂山町定員適正化計画

③防災対策

①教育・子育て環境の充実

②高齢者の健康づくり

③ふるさと納税制度

①不登校への対応及び対策

②防犯カメラの設置

③図書館利用の推進

①郷土に根ざした豊かな心の醸成

②スピード感のある行政を期待す

　る

①井上町政の成果など

①公共施設等総合管理計画の推進

②悩みのある若者への支援の充実

①企業誘致

②川角駅周辺整備

③旧毛呂山高校の跡地利用

質問議員と質問事項

質問と答弁の内容を要約してお知らせします。

※内容については、各人の原稿をもとに、質問順で掲載いたしま
　した。質問順は抽選により決定されます。

いっぱん質問 みんなで勉強しよう！

　地方議会には、その機能と責任を遂行でき

るようにするため、地方自治法や地方財政法、

自治条例などにより、議決権をはじめとする

様々な権限を与えている。地方議会に与えら

れている主な権限としては、議決権、行政監

視権、自律権、選挙権、同意権、承認権、請

願処理権、意見表明権、報告及び資料要求権

などがある。

　議会は合議制が採用されており議会が議決

した会期中のみにおいてその活動能力を有し、

閉会中においてはその活動能力を有しない。

この例外として議会の議決により付議された

特定の事件については閉会中においても常任

委員会、議会運営委員会及び特別委員会にお

いて審査することができる。

（１０９条第６項、第１０９条の２第４項、第１１０

　条第３項）。

【議会の権限】

　二元代表制とは、地方公共団体（執行機関）

の長と議会の議員をそれぞれ住民が直接選挙

で選ぶ制度です。そして、執行機関と議会は、

独立・対等の関係に立ち、相互に緊張関係を

保ちながら協力して自治体運営にあたる責任

を有しています。議会は議案の議決権などに

よって監視機能を担い、首長の不信任を決議

する権限を持つ。首長は不信任を受けた場合

に限り、その対抗策として議会を解散できる。

均衡を持って品格のとれた町の政治にするた

めの機能です。

【二元代表制】

【事務調査】

　
　
　
　
　
課
税
の
意
味
が
解
ら
な

　
　
　
い
、
生
活
が
厳
し
い
中
、
課

　
　
　
税
し
な
い
で
と
い
う
声
を
聴

　
　
　
く
。
都
市
計
画
税
は
目
的
税

　
　
　
で
あ
り
法
的
に
は
都
市
計
画

　
　
　
事
業
又
は
土
地
区
画
整
理
事

　
　
　
業
に
要
す
る
費
用
に
充
る
た

　
　
　
め
都
市
計
画
区
域
の
う
ち
原

則
と
し
て
市
街
化
区
域
内
に
存
在
す

る
土
地
又
は
家
屋
に
、
そ
の
所
有
者

に
対
し
て
課
す
こ
と
が
出
来
る
目
的

税
で
応
益
税
の
性
格
を
有
し
て
い
る
。

し
か
し
、
当
町
の
現
状
を
鑑
み
る
と

事
業
は
市
街
化
調
整
区
域
に
多
く
及

び
課
税
の
根
拠
が
曖
昧
で
あ
る
。
且

つ
住
民
に
対
し
て
の
説
明
責
任
も
は

っ
き
り
さ
れ
て
い
な
い
。
使
途
が
不

明
確
な
課
税
は
廃
止
す
べ
き
。

　
　
市
街
化
区
域
内
の
土
地
、
家
屋

の
そ
の
価
値
を
課
税
標
準
と
し
税
率

を
１
０
０
分
の
０
・
２
と
定
め
て
所

有
者
に
課
税
し
て
い
る
。
平
成
２５
年

度
決
算
額
は
１
億
１
６
２
９
万
円
で

す
。
充
当
先
は
武
州
長
瀬
駅
北
口
周

辺
事
業
、
公
共
下
水
道
組
合
負
担
金
、

過
去
事
業
の
地
方
債
償
還
金
に
理
論

充
当
し
て
い
る
。
説
明
は
行
政
報
告
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
責
任
を
果
し
て
い

る
が
、
２７
年
度
当
初
予
算
か
ら
税
の

使
途
を
明
記
し
て
行
く
。
重
要
な
財

源
で
あ
り
受
益
と
負
担
を
明
確
に
し
、

納
税
者
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
努

力
し
て
い
く
。

毛
呂
山
町
の
観
光

　
　
総
合
公
園
を
起
点
と
し
た
鎌
北

湖
、
宿
谷
の
滝
ル
ー
ト
の
整
備
。

　
　
破
損
・
老
朽
化
の
道
標
・
看
板

等
１
〜
２
年
間
に
整
備
す
る
。

　
　
鎌
北
湖
・
阿
諏
訪
・
滝
ノ
入
ル
ー

ト
の
考
え
。

　
　
地
権
者
の
理
解
の
も
と
安
全
に

通
行
出
来
る
ル
ー
ト
に
し
た
い
。

　
　
山
間
部
ハ
イ
キ
ン
グ
道
の
整
備
。

　
　
改
修
は
も
と
よ
り
標
識
の
新
設

も
考
え
て
行
く
。

　
　
花
蓮
の
今
後
の
取
組
み
姿
勢
。

　
　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
協
力
を
得

て
努
力
す
る
。

　
　
町
長
選
挙
の
政
策
に
つ
い
て
伺

う
。
⑴
農
業
に
つ
い
て

　
　
農
業
後
継
者
は
、
全
国
的
に
減

っ
て
き
て
い
る
現
状
。
町
に
お
い
て

は
、
農
業
後
継
者
に
代
わ
っ
て
、
農

地
を
も
た
な
い
新
規
の
就
農
者
が
増

え
て
き
て
お
り
、
近
隣
自
治
体
と
比

較
し
て
も
、
そ
の
就
農
者
数
は
群
を

抜
く
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ

れ
に
は
、
町
と
農
協
が
運
営
す
る
農

業
塾
も
良
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
現
在
、
そ
れ

ら
新
規
就
農
者
の
組
織
化
の
動
き
が

み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
町
と
し
て
梃

入
れ
を
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
。
ま
た
、

遊
休
農
地
の
解
消
に
つ
い
て
は
、
そ

ば
・
大
豆
の
生
産
団
体
に
よ
る
大
規

模
な
作
付
け
、
新
規
就
農
者
の
耕
作

な
ど
の「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
事
業
」に

よ
っ
て
、
主
に
東
部
地
区
に
お
い
て

行
わ
れ
て
き
た
。
今
後
に
つ
い
て
は
、

町
の
特
産
で
あ
る
「
ゆ
ず
」
を
は
じ

め
と
し
て
、
町
の
農
産
物
の
海
外
へ

の
輸
出
な
ど
を
含
め
た
グ
ロ
ー
バ
ル

時
代
に
あ
っ
た
施
策
を
進
め
た
い
。

　
　
⑵
商
業
に
つ
い
て

　
　
町
と
商
工
会
が
各
々
の
事
業
展

開
だ
け
で
な
く
、
各
事
業
の
関
わ
り

に
対
し
て
新
し
い
発
想
を
加
え
な
が

ら
、
町
の
持
っ
て
い
る
特
有
の
良
さ

を
引
き
出
せ
る
施
策
が
必
要
と
考
え

て
い
る
。

　
　
⑶
給
食
費
の
無
料
化
に
つ

い
て

　
　
現
在
こ
の
財
源
が
確
保
で

き
る
見
込
み
が
な
い
た
め
、
こ

の
よ
う
な
状
況
で
取
り
組
め
る

も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

　
　
⑷
高
校
ま
で
の
医
療
費
の

無
料
化
に
つ
い
て

　
　
越
生
町
で
は
、
行
っ
て
お

り
ま
す
が
、
高
校
ま
で
の
医
療

費
の
無
料
化
を
図
る
こ
と
は
、

人
口
規
模
と
そ
の
財
源
に
大
き

く
寄
与
し
て
い
る
も
の
と
考
え

ま
す
。
そ
の
た
め
毛
呂
山
町
で

は
、
す
ぐ
に
取
り
組
め
る
と
い

う
も
の
で
は
な
い
。
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都
市
計
画
税
は

　
　
　
　廃
止
す
べ
き

下
田

　一
甫

　議
員

工事が進む都市計画道路（長瀬駅前野久保線）

農
業
に
つ
い
て

　町
長
選
挙
の
政
策
に
つ
い
て
伺
う

藤
岡

　健
司

　議
員

町の農産物に新たな期待

使
途
を
明
確
に
し
て
課
税
を
続
け
る

答

答

答答

問

問問

問

問

答

答問 答問 答 問 答 問

町
の
農
産
物
ゆ
ず
等
の
海
外
輸
出
を
含
め
た

グ
ロ
ー
バ
ル
な
施
策
を
進
め
た
い



　
　
　
　
　
課
税
の
意
味
が
解
ら
な

　
　
　
い
、
生
活
が
厳
し
い
中
、
課

　
　
　
税
し
な
い
で
と
い
う
声
を
聴

　
　
　
く
。
都
市
計
画
税
は
目
的
税

　
　
　
で
あ
り
法
的
に
は
都
市
計
画

　
　
　
事
業
又
は
土
地
区
画
整
理
事

　
　
　
業
に
要
す
る
費
用
に
充
る
た

　
　
　
め
都
市
計
画
区
域
の
う
ち
原

則
と
し
て
市
街
化
区
域
内
に
存
在
す

る
土
地
又
は
家
屋
に
、
そ
の
所
有
者

に
対
し
て
課
す
こ
と
が
出
来
る
目
的

税
で
応
益
税
の
性
格
を
有
し
て
い
る
。

し
か
し
、
当
町
の
現
状
を
鑑
み
る
と

事
業
は
市
街
化
調
整
区
域
に
多
く
及

び
課
税
の
根
拠
が
曖
昧
で
あ
る
。
且

つ
住
民
に
対
し
て
の
説
明
責
任
も
は

っ
き
り
さ
れ
て
い
な
い
。
使
途
が
不

明
確
な
課
税
は
廃
止
す
べ
き
。

　
　
市
街
化
区
域
内
の
土
地
、
家
屋

の
そ
の
価
値
を
課
税
標
準
と
し
税
率

を
１
０
０
分
の
０
・
２
と
定
め
て
所

有
者
に
課
税
し
て
い
る
。
平
成
２５
年

度
決
算
額
は
１
億
１
６
２
９
万
円
で

す
。
充
当
先
は
武
州
長
瀬
駅
北
口
周

辺
事
業
、
公
共
下
水
道
組
合
負
担
金
、

過
去
事
業
の
地
方
債
償
還
金
に
理
論

充
当
し
て
い
る
。
説
明
は
行
政
報
告
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
責
任
を
果
し
て
い

る
が
、
２７
年
度
当
初
予
算
か
ら
税
の

使
途
を
明
記
し
て
行
く
。
重
要
な
財

源
で
あ
り
受
益
と
負
担
を
明
確
に
し
、

納
税
者
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
努

力
し
て
い
く
。

毛
呂
山
町
の
観
光

　
　
総
合
公
園
を
起
点
と
し
た
鎌
北

湖
、
宿
谷
の
滝
ル
ー
ト
の
整
備
。

　
　
破
損
・
老
朽
化
の
道
標
・
看
板

等
１
〜
２
年
間
に
整
備
す
る
。

　
　
鎌
北
湖
・
阿
諏
訪
・
滝
ノ
入
ル
ー

ト
の
考
え
。

　
　
地
権
者
の
理
解
の
も
と
安
全
に

通
行
出
来
る
ル
ー
ト
に
し
た
い
。

　
　
山
間
部
ハ
イ
キ
ン
グ
道
の
整
備
。

　
　
改
修
は
も
と
よ
り
標
識
の
新
設

も
考
え
て
行
く
。

　
　
花
蓮
の
今
後
の
取
組
み
姿
勢
。

　
　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
協
力
を
得

て
努
力
す
る
。

　
　
町
長
選
挙
の
政
策
に
つ
い
て
伺

う
。
⑴
農
業
に
つ
い
て

　
　
農
業
後
継
者
は
、
全
国
的
に
減

っ
て
き
て
い
る
現
状
。
町
に
お
い
て

は
、
農
業
後
継
者
に
代
わ
っ
て
、
農

地
を
も
た
な
い
新
規
の
就
農
者
が
増

え
て
き
て
お
り
、
近
隣
自
治
体
と
比

較
し
て
も
、
そ
の
就
農
者
数
は
群
を

抜
く
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ

れ
に
は
、
町
と
農
協
が
運
営
す
る
農

業
塾
も
良
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
現
在
、
そ
れ

ら
新
規
就
農
者
の
組
織
化
の
動
き
が

み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
町
と
し
て
梃

入
れ
を
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
。
ま
た
、

遊
休
農
地
の
解
消
に
つ
い
て
は
、
そ

ば
・
大
豆
の
生
産
団
体
に
よ
る
大
規

模
な
作
付
け
、
新
規
就
農
者
の
耕
作

な
ど
の「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
事
業
」に

よ
っ
て
、
主
に
東
部
地
区
に
お
い
て

行
わ
れ
て
き
た
。
今
後
に
つ
い
て
は
、

町
の
特
産
で
あ
る
「
ゆ
ず
」
を
は
じ

め
と
し
て
、
町
の
農
産
物
の
海
外
へ

の
輸
出
な
ど
を
含
め
た
グ
ロ
ー
バ
ル

時
代
に
あ
っ
た
施
策
を
進
め
た
い
。

　
　
⑵
商
業
に
つ
い
て

　
　
町
と
商
工
会
が
各
々
の
事
業
展

開
だ
け
で
な
く
、
各
事
業
の
関
わ
り

に
対
し
て
新
し
い
発
想
を
加
え
な
が

ら
、
町
の
持
っ
て
い
る
特
有
の
良
さ

を
引
き
出
せ
る
施
策
が
必
要
と
考
え

て
い
る
。

　
　
⑶
給
食
費
の
無
料
化
に
つ

い
て

　
　
現
在
こ
の
財
源
が
確
保
で

き
る
見
込
み
が
な
い
た
め
、
こ

の
よ
う
な
状
況
で
取
り
組
め
る

も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

　
　
⑷
高
校
ま
で
の
医
療
費
の

無
料
化
に
つ
い
て

　
　
越
生
町
で
は
、
行
っ
て
お

り
ま
す
が
、
高
校
ま
で
の
医
療

費
の
無
料
化
を
図
る
こ
と
は
、

人
口
規
模
と
そ
の
財
源
に
大
き

く
寄
与
し
て
い
る
も
の
と
考
え

ま
す
。
そ
の
た
め
毛
呂
山
町
で

は
、
す
ぐ
に
取
り
組
め
る
と
い

う
も
の
で
は
な
い
。

−　９　−

都
市
計
画
税
は

　
　
　
　廃
止
す
べ
き

下
田

　一
甫

　議
員

工事が進む都市計画道路（長瀬駅前野久保線）

農
業
に
つ
い
て

　町
長
選
挙
の
政
策
に
つ
い
て
伺
う

藤
岡

　健
司

　議
員

町の農産物に新たな期待

使
途
を
明
確
に
し
て
課
税
を
続
け
る

答

答

答答

問

問問

問

問

答

答問 答問 答 問 答 問

町
の
農
産
物
ゆ
ず
等
の
海
外
輸
出
を
含
め
た

グ
ロ
ー
バ
ル
な
施
策
を
進
め
た
い



　
　
　
　
　
毛
呂
山
町
議
会
議
員
政

　
　
　
治
倫
理
条
例
に
つ
い
て
総
務

　
　
　
課
文
書
法
規
係
は
ど
の
よ
う

　
　
　
な
審
査
を
し
た
か
。

　
　
　
　
　
何
ら
拘
束
力
の
な
い
ア

　
　
　
ド
バ
イ
ス
を
し
た
。

　
　
　
　
　
何
ら
拘
束
力
の
な
い
ア

　
　
　
ド
バ
イ
ス
と
は
何
か
。

　
　
議
員
政
治
倫
理
条
例
は
議
員
発

議
で
提
案
さ
れ
る
条
例
で
、
ど
こ
の

地
方
自
治
体
で
も
必
須
の
条
例
は
な

い
の
で
、「
て
に
を
は
」位
の
ア
ド
バ

イ
ス
を
し
た
と
い
う
事
で
あ
る
。

　
　「
議
員
必
携
」に
よ
れ
ば
、
町
で

作
る
条
例
は
文
書
法
規
係
が
上
位
法

や
関
連
法
と
の
照
査
、
調
整
や
表
現

の
統
一
を
行
う
が
、
議
員
提
出
の
も

の
は
議
会
事
務
局
が
協
力
す
る
。
こ

の
場
合
専
門
的
な
法
令
審
査
に
相
当

す
る
事
務
は
議
会
事
務
局
が
担
当
す

る
の
で
あ
る
か
ら
、
担
当
職
員
は
日

頃
か
ら
十
分
専
門
知
識
を
涵
養
し
て

お
か
な
け
れ
ば
成
ら
な
い
と
あ
る
。

町
の
議
会
事
務
局
は
ベ
テ
ラ
ン
職
員

で
あ
る
か
ら
そ
の
辺
の
知
識
は
十
分

あ
る
と
思
う
。
議
会
事
務
局
は
上
位

法
と
の
審
査
、
調
整
を
行
っ
た
の
か
。

　
　
こ
の
政
治
倫
理
条
例
は
他
市
町

の
も
の
や
弁
護
士
の
意
見
を
２
度
聞

く
等
し
て
参
考
に
し
た
。

　
　
条
例
案
審
議
の
着
眼
点
と
し
て

①
何
の
目
的
で
制
定
さ
れ
る
の
か
。

②
住
民
が
賛
成
す
る
内
容
で
あ
る
か
。

と
あ
る
。
こ
の
点
の
精
査
は
し
た
か
。

　
　
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
は
議
員

が
精
査
し
た
の
で
や
ら
な
い
。
制
定

後
に
議
会
が
町
民
に
公
表
す
る
。

　
　
こ
の
条
例
に
は
住
民
の
責
務
と

言
う
項
目
も
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
何

故
住
民
の
意
向
を
聞
こ
う
と
は
し
な

い
の
か
。
③
と
し
て
違
法
の
点
は
な

い
か
と
あ
る
。
そ
の
点
は
大
丈
夫
か
。

　
　
こ
の
条
例
に
つ
い
て
１
年
半
の

期
間
を
か
け
て
委
員
が
審
議
し
、
意

志
決
定
し
た
も
の
で
、
議
会
事
務
局

は
何
も
言
う
立
場
で
は
な
い
。

　
　
　
委
員
会
付
託
は
す
べ
き
だ
。

地
方
創
生
に
対
す
る
考
え
方

　
　
地
方
創
生
に
対
し
国
は
、
総
合

戦
略
を
地
方
自
治
体
に
作
っ
て
頂
き

そ
の
中
で
将
来
展
望
が
し
っ
か
り
と

描
け
て
い
る
自
治
体
に
支
援
し
て
い

く
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で

町
の
考
え
方
を
伺
い
ま
す
。

　
　
国
、
県
の
動
向
を
注
視
し
、
検

討
し
て
い
く
所
存
で
あ
り
ま
す
。

　
　
２７
年
度
中
に
総
合
戦
略
を
国
に

示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
今
現
在
、
町
が
考
え
る
理
想
郷

が
な
け
れ
ば
精
査
で
き
な
い
の
で
は

な
い
の
か
。
今
考
え
て
い
る
理
想
郷

が
あ
れ
ば
説
明
し
て
ほ
し
い
。

　
　
現
時
点
で
は
、
地
方
創
生
の
目

的
に
沿
っ
て
、
現
在
も
進
め
て
い
る

子
育
て
支
援
、
企
業
誘
致
な
ど
に
力

を
入
れ
て
ま
い
り
た
い
。

第
三
次
毛
呂
山
町
定
員
適
正
化
計
画

　
　
第
三
次
毛
呂
山
町
定
員
適
正
化

計
画
に
基
づ
き
、
職
員
の
現
況
並
び

に
課
題
、
そ
し
て
今
後
の
対
策
を
伺

い
ま
す
。

　
　
現
在
の
状
況
は
職
員
数
２
４
８

人
に
対
し
、
２
３
５
人
で
あ
り
、
１３

人
少
い
状
況
で
あ
り
、
計
画
よ
り
職

員
数
が
少
い
中
、
事
務
量
の
増
加
な

ど
に
よ
り
、
職
員
の
負
担
が
大
き
く

な
り
、
時
間
外
勤
務
が
増
加
し
て
お

り
、
対
策
と
し
て
は
、
計
画
し
た
職

員
数
ま
で
の
増
員
を
検
討
し
ま
す
。

　
　
　
時
間
外
勤
務
の
削
減
を

図
り
、
明
る
く
風
通
し
の
良
い

職
場
環
境
作
り
を
図
っ
て
頂
き

た
い
。

防
災
対
策

　
　
今
年
２
月
に
大
雪
に
よ
る

雪
害
が
当
町
で
も
発
生
致
し
ま

し
た
。
今
後
起
こ
り
う
る
雪
害

に
対
し
ど
の
よ
う
な
対
策
を
考

え
て
い
る
の
か
。

　
　
県
道
を
管
理
す
る
県
土
整

備
事
務
所
や
地
元
建
設
業
者
と

の
連
携
を
充
実
さ
せ
、
早
期
に

除
雪
作
業
を
開
始
し
、
道
路
網

の
復
旧
を
図
り
、
町
民
生
活
の

早
期
再
建
を
目
指
し
ま
す
。 か

ん
よ
う

−　１０　−

総
務
課
は
議
員
政
治
倫
理
条
例
に

　
　つ
い
て
ど
ん
な
審
査
を
し
た
か

高
橋

　達
夫

　議
員

追加議案として長瀬議員から提案された議員政治倫理条例

地
方
創
生
に
対
す
る

　
　
　
　
　町
の
考
え
方
は

佐
藤

　秀
樹

　議
員

地方創生の考え方

何
ら
拘
束
力
の
な
い
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
た

答

答 問

答 問

答 問

問

問

問

問

問

答

答

答

答 問 答

国
・
県
の
動
向
を
注
視
し
、検
討
し
て
い
き
ま
す

要
望

要
望

『東京一極集中』

の歯止め

【３つの視点】

若い世代の

就労・結婚・子育て

の希望の実現

地域の特性に

即した地域課題

の解決

魅力あふれる地方を創生

　
　
　
　
　
今
回
で
７７
回
目
の
一
般

　
　
　
質
問
と
な
り
ま
す
が
、
私
の

　
　
　
政
治
的
姿
勢
は
、
児
童
・
生

　
　
　
徒
の
教
育
環
境
の
充
実
に
つ

　
　
　
い
て
、
一
貫
し
て
提
言
し
て

　
　
　
ま
い
り
ま
し
た
。
平
成
２７
年

　
　
　
度
予
算
編
成
、
小
学
校
費
・

　
　
　
中
学
校
費
・
幼
稚
園
費
は
。

　
　
建
築
物
定
期
調
査
業
務
委
託
を

予
定
。
学
力
向
上
支
援
員
の
配
置
。

ｉ
Ｐ
ａ
ｄ
の
均
等
振
り
分
け
を
予
定
。

幼
稚
園
費
は
、
補
助
事
業
を
継
続
。

　
　
私
は
、
小
・
中
学
校
の
普
通
教

室
に
エ
ア
コ
ン
の
設
置
を
、
一
般
質

問
で
何
度
も
致
し
ま
し
た
。
中
学
校

の
設
置
後
の
空
調
設
備
運
用
指
針
は
。

　
　
文
部
科
学
省
が
発
行
し
た
、
運

用
ガ
イ
ド
の
暫
定
版
を
作
成
し
た
。

　
　
小
学
校
の
普
通
教
室
に
エ
ア
コ

ン
の
設
置
に
向
け
た
取
り
組
み
は
。

　
　
早
く
整
備
で
き
る
よ
う
努
力
。

　
　
平
成
２７
年
度
当
初
予
算
編
成
、

通
学
路
の
安
全
対
策
は
。

　
　
グ
リ
ー
ン
ベ
ル
ト
等
の
道
路
標

示
設
置
工
事
は
、
引
続
き
行
い
た
い
。

交
通
指
導
員
賃
金
等
を
考
え
て
い
る
。

安
全
対
策
は
、
警
察
及
び
関
係
課
と

よ
く
協
議
し
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
　
私
は
、
子
育
て
に
掛
か
る
経
済

的
負
担
の
軽
減
や
安
心
し
て
子
育
て

し
や
す
い
環
境
の
整
備
を
図
る
こ
と

は
必
要
と
思
う
。
平
成
２７
年
度
当
初

予
算
編
成
、
本
町
の
特
色
の
あ
る
少

子
化
対
策
・
子
育
て
支
援
対
策
等
は
。

　
　
岩
井
学
童
保
育
所
の
狭
あ
い
さ

を
解
消
す
る
た
め
、
毛
呂
山
小
学
校

の
余
裕
教
室
を
活
用
す
る
工
事
費
を

計
上
。
妊
婦
健
康
診
査
等
の
事
業
を

継
続
。
予
防
接
種
事
業
は
継
続
予
定
。

　
　
高
齢
者
の
健
康
づ
く
り
、
現
状

と
課
題
は
。
ま
た
、
ゆ
ず
っ
こ
元
気

体
操
の
活
用
、
ご
見
解
は
。

　
　
健
診
の
受
診
率
が
伸
び
悩
ん
で

い
る
。
地
区
に
少
し
ず
つ
広
め
る
。

　
　
ふ
る
さ
と
納
税
を
活
か
し
た
、

ま
ち
づ
く
り
、
ご
見
解
は
。

　
　
運
用
を
見
直
し
た
い
と
、
考
え

て
お
り
ま
す
。

不
登
校
へ
の
対
応
及
び
対
策

　
　
学
ぶ
意
欲
を
育
み
、
進
ん
で
登

校
し
た
い
と
考
え
る
よ
う
な
学
校
づ

く
り
又
、
不
登
校
児
童
生
徒
に
対
す

る
柔
軟
な
対
応
が
重
要
と
思
う
が
、

当
町
に
お
け
る
不
登
校
の
現
状
と
解

消
の
た
め
の
対
応
及
び
対
策
を
伺
う
。

　
　
平
成
２５
年
は
前
年
度
に
比
べ
小

学
校
で
は
若
干
増
加
、
中
学
校
で
は

減
少
し
て
い
る
。

　
　
中
学
校
で
改
善
が
み
ら
れ
た
要

因
を
伺
う
。

　
　
担
任
や
不
登
校
相
談
員
に
よ
る

家
庭
訪
問
、
保
健
室
登
校
や
相
談
室

な
ど
で
徐
々
に
学
校
生
活
に
慣
ら
し

て
行
っ
た
事
や
、
年
度
が
替
わ
り
、

新
し
い
ス
タ
ー
ト
を
迎
え
る
に
当
た

り
学
校
か
ら
の
働
き
が
け
が
良
い
結

果
を
も
た
ら
し
た
と
推
察
す
る
。

防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置

　
　
学
校
は
、
教
育
の
場
で
あ
る
と

同
時
に
、
児
童
生
徒
が
一
日
の
大
半

を
過
ご
す
生
活
の
場
で
も
あ
る
。
そ

こ
で
、
小
中
学
校
の
安
全
管
理
、
防

犯
対
策
に
つ
い
て
伺
う
。

　
　
夜
間
及
び
休
業
日
に
つ
い
て
は

機
械
警
備
を
委
託
し
、
不
審
者
の
侵

入
や
火
災
の
発
生
時
等
、
緊
急
時
の

対
応
と
連
絡
体
制
を
定
め
て
い
る
。

　
　
当
町
の
小
中
学
校
の
防
犯
カ
メ

ラ
設
置
の
考
え
を
伺
う
。

　
　
現
在
、
中
学
校
２
校
の
敷
地
内

に
は
複
数
の
防
犯
カ
メ
ラ
が
設

置
さ
れ
て
い
る
が
、
小
学
校
は

設
置
さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
す
。

４
校
で
事
業
を
実
施
す
る
場
合

は
多
額
の
財
源
が
必
要
に
な
る
。

　
　
通
学
路
の
危
険
箇
所
に
防

犯
カ
メ
ラ
の
設
置
の
お
考
え
は
。

　
　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
の

ご
協
力
に
よ
り
、
幸
い
大
き
な

事
件
は
起
こ
っ
て
い
な
い
が
、

不
審
者
に
よ
る
犯
罪
が
本
町
で

も
発
生
し
て
い
る
。
今
後
設
置

場
所
の
選
定
及
び
町
民
の
理
解

や
費
用
対
効
果
も
含
め
教
育
委

員
会
と
し
て
調
査
・
研
究
し
て

参
る
。
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保
育
料
や
学
童
へ
の

　
　委
託
料
の
見
直
し
は

小
峰

　明
雄

　議
員

狭あいが解消される岩井学童保育所

通
学
路
の
危
険
な
個
所
に

　防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
を
！

千
葉

　三
津
子

　議
員

犯罪予防・迷惑行為を未然に防ぐことを目的とした防犯カメラ

見
直
す
必
要
が
あ
り
、協
議
し
た
い
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今
回
で
７７
回
目
の
一
般

　
　
　
質
問
と
な
り
ま
す
が
、
私
の

　
　
　
政
治
的
姿
勢
は
、
児
童
・
生

　
　
　
徒
の
教
育
環
境
の
充
実
に
つ

　
　
　
い
て
、
一
貫
し
て
提
言
し
て

　
　
　
ま
い
り
ま
し
た
。
平
成
２７
年

　
　
　
度
予
算
編
成
、
小
学
校
費
・

　
　
　
中
学
校
費
・
幼
稚
園
費
は
。

　
　
建
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定
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調
査
業
務
委
託
を

予
定
。
学
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向
上
支
援
員
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配
置
。

ｉ
Ｐ
ａ
ｄ
の
均
等
振
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予
定
。

幼
稚
園
費
は
、
補
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事
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を
継
続
。
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通
教
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作
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。
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エ
ア
コ
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設
置
に
向
け
た
取
り
組
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は
。
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よ
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努
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。
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年
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初
予
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、

通
学
路
の
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対
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。

　
　
グ
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ー
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ベ
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道
路
標
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工
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交
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指
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。
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図
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。
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。
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。
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地
域
や
人
と
か
か
わ
り
、

　
　
　
自
然
、
な
り
わ
い
、
祭
り
な

　
　
　
ど
の
環
境
に
触
れ
る
幼
少
期

　
　
　
の
体
験
は
、
ふ
る
さ
と
意
識

　
　
　
と
し
て
心
に
深
く
刻
み
付
け

　
　
　
ら
れ
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
に

　
　
　
豊
か
な
心
、
郷
土
へ
の
愛
着

　
　
　
心
を
育
む
た
め
の
取
組
に
つ

い
て
質
問
し
ま
す
。

　
　
児
童
生
徒
の
ふ
る
さ
と
意
識
や

郷
土
へ
の
愛
着
を
は
ぐ
く
む
た
め
に
、

小
中
学
校
で
は
、
地
域
の
方
や
お
年

寄
り
に
来
て
い
た
だ
い
て
昔
遊
び
体

験
、
昔
の
文
化
に
ふ
れ
る
体
験
を
年

間
計
画
に
位
置
付
け
て
実
施
し
て
い

ま
す
。
歴
史
民
俗
資
料
館
で
は
、
小

学
校
の
朝
会
に
出
向
き
、
郷
土
の
歴

史
や
文
化
財
な
ど
を
紹
介
し
て
い
ま

す
。
学
校
と
連
携
し
教
材
研
究
や
学

習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
充
実
を
図
っ
て
い

ま
す
。
毛
呂
山
町
教
育
委
員
会
で
は
、

教
師
向
け
に
郷
土
理
解
研
修
等
を
通

し
て
、
町
に
愛
着
を
も
っ
て
教
育
す

る
よ
う
配
慮
し
て
い
ま
す
。

　
　
高
齢
者
へ
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
開
放

に
つ
い
て
、
未
だ
実
現
に
至
っ
て
い

な
い
の
で
質
問
し
ま
す
。

　
高
齢
者
支
援
課
と
生
涯
学
習
課
と

の
協
議
が
で
き
て
い
れ
ば
、
早
期
に

結
論
が
出
た
の
で
は
な
い
か
。

　
　
社
会
教
育
委
員
会
の
中
で
、
基

本
的
に
住
民
の
公
平
性
と
受
益
者
負

担
の
原
則
及
び
財
源
確
保
と
収
益
増

加
、
対
象
と
な
る
高
齢
者
の
年
齢
基

準
に
難
航
し
て
お
り
結
論
に
至
っ
て

い
な
い
た
め
、
再
度
１２
月
開
催
予
定

の
定
例
社
会
教
育
委
員
会
議
に
諮
る

方
向
で
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
　
社
会
教
育
委
員
会
の
議
決
と
、

町
議
会
で
の
課
長
の
答
弁
発
言
で
は
、

ど
ち
ら
が
優
先
さ
れ
る
の
か
。
議
会

で
課
長
の
口
か
ら
出
た
こ
と
は
、
ぜ

ひ
守
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　
課
長
の
考
え
が
優
先
さ
れ
る
と

は
認
識
し
て
い
ま
せ
ん
。
色
々
な
問

題
・
課
題
に
対
し
、
よ
り
良
い
方
向

に
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
対
応
で
き
る
よ

う
努
力
し
ま
す
。

　
　
公
約
は
目
的
達
成
の
た
め
の
手

段
で
あ
り
、
効
果
が
見
え
な
い
公
約

は
公
約
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
簡

単
に
達
成
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、

精
一
杯
努
力
し
な
け
れ
ば
達
成
で
き

な
い
も
の
を
掲
げ
る
べ
き
だ
。
ま
た
、

公
約
実
現
に
よ
っ
て
、「
こ
の
よ
う
に

町
が
良
く
な
っ
た
」
と
い
う
実
感
を

誰
も
が
持
て
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

町
長
の
選
挙
公
約
２０
項
目
に
つ
い
て

の
自
己
評
価
は
自
画
自
賛
で
独
り
よ

が
り
の
独
り
相
撲
で
あ
る
。

　
産
業
祭
や
ゆ
ず
の
里
ウ
オ
ー
ク
で

昨
年
よ
り
何
人
増
え
た
と
自
画
自
賛

す
る
こ
と
も
良
い
が
、
川
角
駅
周
辺

整
備
や
都
市
計
画
道
路
整
備
、
見
守

り
等
の
地
域
課
題
等
ハ
ー
ド
、
ソ
フ

ト
両
面
で
肝
心
な
こ
と
が
で
き
て
い

な
い
。
こ
れ
ま
で
の
長
い
期
間
、
町

政
を
見
て
き
た
職
員
を
代
表
し
、
副

町
長
に
こ
の
３
年
半
で
何
が
よ
く
な

っ
た
の
か
を
聞
く
。

　
　
公
共
基
盤
等
将
来
へ
の
礎
的
な

こ
と
に
努
力
し
た
。
保
育
園
を
廃
園

す
る
決
断
は
職
員
で
は
で
き
な
い
こ

と
だ
と
感
じ
た
。
ま
た
、
県
道
川
角

右
折
帯
工
事
で
は
、
用
地
交
渉
で
町

長
に
ご
尽
力
い
た
だ
い
た
。
職
員
の

力
が
足
り
ず
、
町
民
の
期
待
に
十
分

添
え
て
い
な
い
所
も
あ
る
が
、
決
意

を
新
た
に
前
に
進
み
た
い
。

農
業
ビ
ジ
ョ
ン
を
示
せ

　
　
西
大
久
保
の
イ
チ
ゴ
園
農

家
等
の
取
り
組
み
は
す
ば
ら
し

い
が
、
他
の
よ
う
に
町
ぐ
る
み

と
は
い
え
な
い
。
耕
地
が
少
な

く
大
規
模
経
営
は
難
し
い
。
米

中
心
で
は
成
り
立
た
な
い
。
公

約
に
「
農
業
改
革
を
お
見
せ
し

ま
す
」
と
あ
る
が
、
農
業
の
先

駆
者
と
し
て
も
う
少
し
農
業
ビ

ジ
ョ
ン
を
示
し
て
ほ
し
い
。

　
　
西
大
久
保
の
イ
チ
ゴ
園
や

養
鶏
農
家
の
６
次
化
も
順
調
で

新
規
就
農
者
が
頑
張
っ
て
い
る
。

一
か
ら
始
め
る
農
業
は
お
金
が

か
か
る
。
自
己
努
力
で
一
生
懸

命
に
や
っ
て
頂
く
し
か
な
い
。

は
か
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い
し
ず
え
て
き

郷
土
に
根
ざ
し
た

　豊
か
な
心
の
醸
成
に
つ
い
て

村
田

　忠
次
郎

　議
員

豊かな心を育む体験活動

長
瀬

　衛

　議
員

進展のない川角駅周辺整備！

答

問

問

答

問

答 問

答

答 問

公
共
基
盤
な
ど

　
　
　将
来
へ
の
礎
的
な
こ
と
に
努
力
し
た

教
育
委
員
会
、学
校
、資
料
館
、地
域
が

　
　
　
　
　
　
　連
携
し
て
進
め
て
い
ま
す

井
上
町
政
の
成
果
は
何
？
！

て
き

い
し
ず
え

　
　
　
　
　
過
去
に
建
設
さ
れ
た
公

　
　
　
共
施
設
等
が
今
後
大
量
に
更

　
　
　
新
時
期
を
迎
え
る
。
人
口
減

　
　
　
少
に
よ
る
公
共
需
要
の
変
化

　
　
　
も
予
測
さ
れ
る
た
め
自
治
体

　
　
　
施
設
等
総
合
管
理
計
画
を
図

　
　
　
る
必
要
が
あ
る
が
本
町
で
は

　
　
　
公
共
施
設
等
総
合
計
画
の
策

定
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
か
。

　
　
財
政
運
営
の
み
な
ら
ず
、
町
民

サ
ー
ビ
ス
に
も
直
結
す
る
重
要
な
問

題
と
認
識
し
て
い
る
。
人
口
の
見
通

し
、
中
長
期
的
な
維
持
管
理
、
更
新

費
用
の
見
込
み
な
ど
現
状
課
題
を
分

析
し
平
成
２８
年
度
を
目
途
に
策
定
を

行
っ
て
い
く
。

　
　
複
合
的
施
設
を
進
め
て
い
る
自

治
体
も
あ
る
が
高
齢
者
福
祉
施
設
の

山
根
荘
は
バ
ス
で
な
く
て
は
行
け
な

い
な
ど
高
齢
者
の
方
々
に
と
っ
て
立

地
等
が
懸
念
さ
れ
る
が
今
後
ど
の
よ

う
に
お
考
え
か
。

　
　
土
砂
災
害
区
域
の
場
所
で
も
あ

る
た
め
で
き
る
だ
け
平
地
、
町
の
中

央
部
、
ま
た
利
便
性
の
高
い
所
で
子

供
か
ら
高
齢
者
ま
で
利
用
で
き
る
複

合
的
な
施
設
が
よ
い
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
る
。
ま
た
民
設
民
営
の

考
え
方
も
あ
る
。
今
後
の
財
政
を
見

極
め
な
が
ら
進
め
て
い
く
べ
き
福
祉

事
業
だ
と
考
え
て
い
る
。

　
　
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
苦
手
な
若
者
に
対
す
る
町
の
施
策

を
伺
い
ま
す
。

　
　
保
健
セ
ン
タ
ー
で
は
心
身
の
悩

み
や
不
安
を
相
談
窓
口
と
し
て
月
に

２
回
、
「
心
と
体
に
つ
い
て
の
健
康

相
談
」
を
実
施
。
電
話
や
来
所
さ
れ

た
本
人
、
家
族
に
つ
い
て
も
相
談
を

受
け
付
け
状
況
に
よ
り
保
健
師
が
家

庭
を
訪
問
し
助
言
や
指
導
を
行
っ
て

い
る
。
本
年
度
は
「
こ
こ
ろ
の
相
談
」

と
し
て
臨
床
心
理
士
に
よ
る
個
別
相

談
を
年
４
回
開
催
し
、
悩
み
や
不
安

の
あ
る
方
の
支
援
を
し
て
い
る
。

　
　
周
知
方
法
は
。

　
　
広
報
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
周
知

を
し
て
い
る
。

　
　
企
業
誘
致
の
２
つ
の
エ
リ
ア
、

東
部
地
区（
市
場
、
川
角
地
内
）、
南

部
地
区
（
葛
貫
地
内
）
の
進
捗
状
況

は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

　
　
東
部
地
区
に
関
し
て
は
全
体
の

面
積
８
・
３
ヘ
ク
タ
ー
ル
（
３
区
画
）

の
内
２
・
３
ヘ
ク
タ
ー
ル
（
１
区
画
）

が
１１
月
に
売
買
契
約
が
成
立
し
ま
し

た
。
残
り
の
２
区
画
も
非
常
に
強
い

意
向
を
示
し
た
企
業
が
複
数
社
あ
り
、

近
い
内
に
売
却
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　
南
部
地
区
で
は
今
年
度
、
工
業
や

流
通
業
、
商
業
施
設
な
ど
複
数
の
問

い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
面

積
や
造
成
費
用
、
契
約
形
態
な
ど
の

条
件
が
合
致
せ
ず
、
進
展
し
て
お
り

ま
せ
ん
。
今
後
は
立
地
企
業
の
窓
口

を
広
げ
る
た
め
「
商
業
施
設
」
を
含

め
た
誘
致
活
動
を
ど
う
展
開
し
て
い

く
か
の
検
討
を
し
て
参
り
ま
す
。

全
力
で
、
町
民
雇
用
の
促
進
を
！

　
　
東
部
地
区
、
売
買
先
は
自
動
車

部
品
製
造
業
社
と
言
わ
れ
た
が
、
名

前
の
公
表
は
で
き
る
か
。

　
ま
た
、
企
業
誘
致
の
大
き
な
目
的

に
「
町
民
雇
用
の
促
進
」
が
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
い
が
全
力
で
、
誘
致

企
業
に
雇
用
を
促
し
て
も
ら
い
た
い
。

　
も
う
一
点
、
南
部
地
区
の
用
途
に

「
商
業
施
設
」を
加
え
る
な
ど
検
討
す

る
と
言
わ
れ
る
が
、
既
に
大
型
店
は

飽
和
状
態
。
町
に
出
さ
れ
た「
陳
情
」

の
尊
重
、
本
町
の
「
卸
売
業
、

小
売
店
」
の
育
成
・
支
援
に
力

を
注
い
で
い
た
だ
き
た
い
。

　
　
川
越
の「
木
屋
製
作
所
」今

月
中
に
会
社
訪
問
を
す
る
。

川
角
駅
周
辺
整
備
を
急
げ
！

　
　「
安
全
安
心
な
川
角
駅
」を

求
め
る
住
民
の
声
は
大
き
い
。

川
角
駅
は
「
南
口
を
開
き
」、城

西
大
学
を
軸
と
し
た
安
全
な
学

園
道
路
の
整
備
を
。
な
お
、
北

口
は
ど
う
整
備
す
る
の
か
。

　
　
川
角
駅
周
辺
整
備
構
想
は

今
年
度
中
に
「
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ

イ
ン
」
を
示
す
。
北
口
は
現
駐

輪
場
を
「
駅
広
」
に
し
た
い
。

−　１３　−

え
き
ひ
ろ

山
根
荘
の

　今
後
の
立
地
に
つ
い
て

荒
木

　か
お
る

　議
員

高齢者には立地条件の悪い山根荘

岡
野

　勉

　議
員

造成・整備された東部エリア（市場、川角地内）

答 答

問

問

問
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問

答 問問

答

答答問

将
来
は
、平
地
で
複
合
的
施
設
が

　
　
　
　
　
　
　よ
い
と
考
え
て
い
る

企
業
誘
致
で

　
　町
民
雇
用
の
促
進
を
！

１
区
画
売
れ
た
、
今
月
会
社
訪
問
す
る
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で
複
合
的
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業
誘
致
で

　
　町
民
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用
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促
進
を
！
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画
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今
月
会
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る



︻
入
間
郡
町
村
議
会
議
長
会
表
彰
︼

　
　在
職
２０
年
以
上

　
　
　
　

長
瀬

　
　衛

　議
員

　
　
　
　

小
峰

　明
雄

　議
員

　
　感 

謝 

状

　
　
　
　下
田

　一
甫

　議
員

　
　
　
　
　
　
　
　

︵
前
議
長
︶

︻
１０
月
２８
日
の
議
題
︼

１．

毛
呂
山
町
議
会
議
員
政
治

　倫
理
条
例
︵
案
︶
及
び
施
行

　規
程
︵
案
︶
の
最
終
報
告
に

　つ
い
て

２．

そ
の
他

︻
１２
月
１
日
の
議
題
︼

１．

介
護
保
険
制
度
改
正
に
つ

　い
て

２．

そ
の
他

︻
１２
月
５
日
の
議
題
︼

１．

１２
月
議
会
、
議
会
運
営
に

　つ
い
て

岩
崎
さ
ん
︵
男
性:

長
瀬
︶

●
職
業
は
塗
装
業
で
、
３
年
目

議会の動き

傍
聴
席

に
な
る
。
成
人
式
は
和
服
で
参

加
︵
写
真
中
央
︶。
仕
事
は
辛
く

な
い
で
す
か
？
の
質
問
に
﹁
朝

は
早
く
、
手
も
あ
れ
る
。
で
も
、

生
活
の
た
め
苦
に
な
ら
な
い
。﹂

と
言
う
。

　夢
は
ズ
バ
リ
﹃
世
界
平
和
﹄

斉
藤
さ
ん
︵
女
性:

毛
呂
本
郷
︶

●
現
在
は
、
学
生
で
﹁
動
物
の

飼
育
に
関
す
る
勉
強
を
し
て
い

る
。﹂
勉
強
は
﹁
ま
ー
ま
ー
普
通

に
楽
し
い
。﹂
好
き
な
動
物
は
犬
。

将
来
の
夢
は
﹁
動
物
を
扱
う
仕

事
に
就
け
れ
ば
。﹂
と
言
う
。

−　１４　−

１０月２３日
２７日

２８日
２９日
３０日

３１日

１１月　１日
１０日
１１日

１２日
１８日
２５日

１２月　１日

５日
　１日

２日
５日

議会運営委員会

全員協議会
広域静苑組合議会臨時会

第８６号議会だより発行
広域静苑組合議会議員視察研修（前橋市斎場）

町村議会議長会全国大会（ＮＨＫホール）
入間郡町村議会議長会（三芳町役場）
議会運営委員会　

　第４回（１２月）定例会

全員協議会
議会運営委員会
全員協議会
次回定例会は３月です。

１２月定例会傍聴者数

〜

傍聴者数（人）本会議日

１２月　１日 （月）
１２月　２日 （火）
１２月　３日 （水）
１２月　４日 （木）
１２月　５日 （金）

　０
２５
２４
１４
６３

　
議
会
だ
よ
り
８７
号
は
、
年
が
明

け
て
寒
さ
厳
し
い
頃
に
町
民
み
な

さ
ま
方
の
お
手
元
の
届
く
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
１２
月
定
例
議
会
は

冬
の
寒
さ
が
感
じ
ら
れ
る
１２
月
１

日
か
ら
始
ま
り
、
５
日
に
終
了
し

ま
し
た
。
今
回
、
毛
呂
山
町
の
議

会
議
員
の
政
治
倫
理
条
例
を
つ
く

り
ま
し
た
。
今
後
と
も
議
会
制
民

主
主
義
を
守
り
発
展
さ
せ
る
た
め

議
員
各
位
。
条
例
に
そ
っ
て
や
っ

て
ま
い
り
ま
す
。
ま
た
、
町
政
の

発
展
の
た
め
に
頑
張
り
ま
す
。

　
自
然
災
害
が
各
地
に
起
こ
り
何

が
起
こ
る
か
解
ら
な
い
よ
う
に
発

生
し
て
い
ま
す
。
議
会
も
防
災
に

つ
い
て
意
識
し
、
認
識
し
、
み
な

さ
ま
の
安
心
・
安
全
の
た
め
に
町

と
も
ど
も
本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　（藤
岡
　健
司
）

委
員
長

副
委
員
長

委

員
〃〃〃

ア
ド
バ
イ
ザ
ー

　
　（
議
長
）

藤
岡
　健
司

岡
野
　
　勉

弓
田
　茂
樹

佐
藤
　秀
樹

荒
木
か
お
る

千
葉
三
津
子

宮
寺
　征
二

表

彰

街

角

イ

ン

タ

ビ

ュ

ー

【
成
人
式
を
迎
え
ら
れ
た
皆
さ
ん
　
お
め
で
と
う
！
】 

今
回
は
１
月
１１
日
、
中
央
公
民
館
で
行
わ
れ
た
成
人
式
に

ご
参
加
の
皆
さ
ん
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。

　
成
人
式
で

　
　
　
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

全
員
協
議
会

坂戸地区衛生組合議会議員視察研修
（入間東部地区衛生組合、石井水処理
センター）

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会議員
視察研修（東京都下水道局　森ヶ崎水再生セ
ンター他）

　埼玉西部環境保全組合議会議員視察研修
　（新潟市 新田清掃センター、長岡市 寿ク
　リーンセンター）｝

｝


